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沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

□鉄軌道の計画案は、5つのステップで段階的に検討を進めます。
□ ステップ2では、「将来のあるべき姿」、「評価項目の設定」等について
検討しました。

□ 現在のステップ３では、「評価方法」と「対策案（複数案）」の検討
を行っています。

□ ステップ4以降に「対策案（複数案）」を比較評価し、対策案を選
定していきます。

計画検討の進め方

STEP1 計画案検討の進め方

計画案

STEP2 評価項目の設定
現状及び課題

将来のあるべき姿の共有
対策の必要性の確認

STEP4 比較評価

STEP5 対策案の選定

STEP3
評価方法（評価指
標及び指標の算定
方法等）の設定

対策案（複数案）の設定

現在

H26.10～H27.1

H27.1～8

H27.8～



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

□ ステップ2の検討項目である「陸上交通の現状及び課題」や「将来の
あるべき姿の共有」等については、県民や関係機関、市町村等からの
意見を踏まえ、以下のような成果がまとまりました。

ステップ2の成果

1. 陸上交通の現状及び課題
 公共交通の利便性や交通渋滞などが課題であること、公共交通の利
用促進に向けた取組が必要であることについて、一定の情報共有が図
られた。

2. 将来あるべき姿の共有、対策の必要性の確認
 将来の姿の実現に向けた対策を段階的に進めることについて、期待す
る意見が寄せられ、現在進めている計画検討について根本的に否定す
る意見はなかった。

 これを踏まえ、将来の姿の実現に向けて何らかの対策を講じることは必
要であり、計画検討を引き続き進めていくことについては理解が得られた
ものと考える。

3. 評価項目の設定
 県民意見を踏まえ、新たに3項目（他交通事業者への影響、フィー
ダー交通ネットワークを含めた視点、耐災害性）を追加。

4. ステップ2終了にあたっての留意事項
1）ステップ3以降の検討を進めるにあたり、県民や市町村に求め
られる取組や生活・自然環境への影響、事業費の確保等懸
念される様々な影響について、県民へ情報提供し広く意見を
求める。

2）将来の姿及びその実現に必要な対策については、具体的な
沖縄の将来の姿が見えないとする意見があることから、将来の
姿の具体的なイメージを、沖縄の可能性として様々な観点か
ら想定し、県民へ情報提供し広く意見を求める。



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

□現在のステップ3では、「評価方法」と「対策案（複数案）」について
検討を行います。

□ ステップ3は検討する事項が多く、ルート設定等、県民の皆様の意見
を参考にするため、2段階で皆様からの意見を求めることにしています。

□ 併せてステップ2の留意事項である「沖縄の将来の姿」についても検討
を行います。

ステップ3における検討事項

対策案
（複数案）

評価方法

沖縄の
将来の姿

検討にあたって
の基本的考え
方の検討

 対策案
の設定

 評価方法
の設定

 沖縄の
将来の姿
の確認

評価指標及
び算定方法の
検討

将来の姿の具
体的なイメー
ジの検討

対策案の
検討

算定必要な
工事単価等
の検討

情
報
提
供
／
意
見
収
集
（
第
１
回
）

情
報
提
供
／
意
見
収
集
（
第
２
回
）

現在

※ステップ２の留意事項である「沖縄の将来の姿」についても検討を行います。

技術専門的検討 県民等ニーズ

STEP
3

評価方法の設定
対策案（複数案）の設定技術・専門的

検討の実施 意見

計画検討



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

□ 「おきなわ鉄軌道ニュース（第３号）」で示した沖縄本島の将来の姿について、観光や経済の振興、交通弱者等の移
動手段の確保等を期待する多くの声が寄せられました。しかし、一部の方から、私たちの日常がどう変わるか具体的なイ
メージが分からない、という声もありました

□ そのため、沖縄の将来の姿を、沖縄２１世紀ビジョンで示されている県民が望む５つの将来像から、将来の姿が実現し
た場合の私たちの暮らしを取りまく環境（社会環境）をイメージした上で、私たちの暮らしをイメージしてみました。みなさ
んは、どんな暮らしをイメージしますか？

将来の姿が実現した場合の私たちの暮らし



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

対策案検討の基本的考え方について
□ ステップ3では、将来の姿の実現に向けた対策について、将来の姿の実現や陸上交
通の現状の課題解決の観点から「公共交通の役割」を整理し、公共交通に関する
取組を次のパネルで整理しました。

□ そのうち、「今後具体的な検討が求められるもの」を本計画案策定における「対策
案」として検討を行います。



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

□ 対策案は、将来の姿の実現等に向け求められる「公共交通の役割」を踏まえ
検討を行います。みなさんは、将来の実現に向け、公共交通にどのような役割を
求めますか？



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

ステップ3では「評価指標」を設定します

「評価指標」ってな～に？？

□ ステップ３では複数の対策案を設定しますが、
複数ある対策案の中から一番適したものを選
ぶため、どの案がどの点で優れているか、または
劣っているか等を評価する必要があります。

□ このため、ステップ３では県民意見（次のパネ
ル）を踏まえて設定された評価の視点（評価
項目）について、評価の「ものさし」となる「評
価指標」を設定します。

次のパネルに、評価の視点ごとに、設定した評価指標の
説明があるので見てね！



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

評価指標（ものさし）の内容
□技術検討委員会、計画検討委員会において、対策案を評価するた
めの評価指標について検討しました。

※評価指標の詳細については、技術検討委員会・計画検討委員会の資料をご覧下さい（ホームページに掲載）。

○以下の（１）～（５）の視点で、住民生活や
地域社会等への効果・影響を測ります。



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

対策案設定にあたっての基礎情報
（交通・観光－1）

資料：平成22年国勢調査 500mメッシュ人口を基に作成 資料：平成24年経済センサスの町丁目単位の人口を基に作成

発生交通量密度

集中交通量密度

※ 図の発生交通量密度、集中交通量密度は、帰宅を目的としたトリップを除い
ている。

資料：第3 回沖縄本島中南部都市圏 パーソントリップ調査データを基に作成
（調査は平成18年度に実施）

混雑度：交通量に対する交通容量の比
（＝交通量／交通容量）

<混雑度の目安＞
【1.0未満】
・ 昼間12時間を通じて、道路の混雑がなく、
円滑に走行できる。

【1.0～1.25】
・ 昼間12時間のうち道路が混雑する可能性
のある時間帯が1～2時間（ピーク時）であ
る。

【1.25～1.75】
・ ピーク時間を中心として混雑する時間帯が
加速度的に増加する可能性が高い状態。

【1.75以上】
・ 慢性的混雑状態を呈する。

資料：平成22年度道路交通センサスを基に作成（注：高速道路無料化社
会化実験実施時のもの）

上段の値：24時間自動車類交通量
下段の値：混雑度

0 10 20
km

0 10 20
km

人口分布 夜間人口 人口分布 従業人口

県民の移動の出発地・目的地
（トリップの発生・集中） 現況道路交通量

 従業人口密度は那覇市が全体的に高く、特に市中心部で高
い。また、浦添市や宜野湾市、沖縄市も比較的高い。

 主要都市である那覇市や浦添市、宜野湾市、沖縄市に夜
間人口は集中している。

 北部では名護市、南部では糸満市、豊見城市も比較的人
口が多い。

 中南部の国道58号や国道330号の道路混雑が高い。 那覇市での発生・集中密度が高い。
 浦添市では国道58号と国道330号にはさまれるエリア、宜野
湾市では普天間飛行場東側エリアで密度が高い。

 沖縄市は中心部とその周辺エリアで発生・集中密度が高い。



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

対策案設定にあたっての基礎情報
（交通・観光－2）

資料： 第1回沖縄北部広域市町村圏パーソントリップ調査を基に作成（調
査は平成23年度に実施）

資料： 第3 回沖縄本島中南部都市圏 パーソントリップ調査データを基に作
成（調査は平成18年度に実施）

資料： 平成26年宿泊施設実態調査データを基に作成 資料：第3回沖縄本島中南部都市圏パーソントリップ調査報告書（平成21年3月）

分布交通量（北部） 分布交通量（中南部）

宿泊施設（客室数） レンタカー利用者の目的地と
地域別トリップの頻度

 那覇地区は、那覇市と豊見城市、南風原町、浦添市、宜野
湾市間の交通量(ﾄﾘｯﾌﾟ)が多い。

 中部地区は、沖縄市－うるま市間の交通量(ﾄﾘｯﾌﾟ)が多い。

 名護市を起終点とする交通量（トリップ）が多い。

 レンタカー利用者の来訪先は、那覇市周辺（国際通り～新
都心付近）や北部地域の西海岸沿いが多い。

 宿泊施設の客室数は、那覇市が最も多く、次いで恩納村が
多い。



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

評価指標算定等の基礎情報
（地形・災害）

沖縄県環境利用ガイド

出典：「ダム技術者のための沖縄の地質」
沖縄総合事務局（昭和61年3月）

土砂災害危険箇所

沖縄本島の地形 沖縄本島の地質

津波災害 土砂災害

 北部は、主に硬い石灰岩の今帰仁層と本部層、風化しやすい国
頭層群に覆われている。

 中北部は、国頭層群名護層を基盤としている。
 中南部は、島尻層群泥岩層を基盤としている。
 本島全域に、強度にばらつきのある琉球石灰岩が分布している。
 北部では名護断層、中南部では天願断層等が知られている。

 北部は、山地、丘陵地が多い。
 中南部は、丘陵地や石灰岩台地・段丘が広がっている。

 中南部地域の東側に土砂災害危険箇所が連坦している。 想定津波の最大水深が大きい地域としては、太平洋側の東
村、名護市、宜野座村、南城市等があげられる。

資料： 沖縄県津波被害想定調査 平成25年3月 資料：国土数値情報 土砂災害危険箇所 第2.0版を基に作成）



沖縄鉄軌道計画案検討ステップ３

評価指標算定等の基礎情報
（環境）

自然環境（陸域植物）

（学術上重要な植物群落または個体群）

自然環境（景観）

自然環境（自然環境法令等） 生活環境（騒音等）

 沖縄県の景観形成において重要な区域・軸について「広域景観
域・広域景観軸」として設定されている。

 北部では、主に森や海などの自然景観が眺望の中心なっている。
 中南部の西海岸や那覇市から沖縄・うるま市間は、都市景観軸と
して、基地跡地、中心市街地など複数の中心となる景観を有する。

 中城湾では自然景観や歴史景観、南部海岸では自然景観や集
落・田園風景が中心となる景観となっている。

 北部は、ブナ科のイタジイ(スダジイ)を中心とする自然度の高い樹
林地が広がり、中南部の一部には、クスノキ科のタブノキやトウダイ
グサ科のアカギ等が優占する樹林が御嶽や墓地、崖地等に分布
する。

 特定植物群落、保全すべき巨樹・巨木林が本島全域に点在して
いる。

広域景観域・
広域景観軸 風景の保全・回復 風景の創出

やんばるの森景
観域（4市村）

■山並み・稜線
■特色ある自然（山、
海・海岸、川 等）

■自然の地形の活用
■背景となる自然との調和

西海岸自然景
観軸（5市町村）

■代表的な視点場から
海への眺望

■山並み・稜線
■特色ある自然（山、
海・海岸、川 等）

■背景となる自然との調和

環金武湾景観
軸（3市町村）

■代表的な視点場から
海への眺望

■山並み・稜線

■自然の地形の尊重
■集落・田園景観との調和

中城湾歴史景
観軸（7市町
村）

■歴史的遺産
■代表的な視点場から
海への眺望

■山並み・稜線

■歴史的遺産との調和
■集落・田園景観との調和

西海岸都市景
観軸（5市町）

■代表的な視点場から
海への眺望

■魅力あるウォーターフロント
■地域の個性や連続性のある都
市空間

■潤いやくつろぎのある都市空間

中南部都市景
観軸（6市村） －

■まつり・イベントの舞台
■地域の個性や連続性のある都
市空間

■潤いやくつろぎのある都市空間

南部海岸景観
域（5市町）

■特色ある自然（山、
海・海岸、川 等）

■代表的な視点場から
海への眺望

■集落・田園景観との調和
■イベント・まつりの舞台

国頭村

東村

名護市

大宜味村今帰仁村

本部町

宜野座村

金武町

恩納村

うるま市

沖縄市

読谷村

宜野湾市

与那原町

南城市

八重瀬町

糸満市

豊見城市

南風原町

浦添市

那覇市

北谷町

中城村

北中城村

嘉手納町

西原町

やんばるの森景観域の目標
本島の自然の宝庫。眺める対象と
してのやんばるの森とそれを取りまく
海岸線の景観が損なわれることなく
今後とも維持継承する。

西海岸自然景観軸の目標
自然海岸を有し、リゾート立地。
海浜への眺望が中心景観であ
り、大切な観光資源として、十
分楽しめるようにする。

西海岸都市景観軸の目標
本県の市部が集積・連担し、
複数の中心景観を有する。特
に空港・港湾から中北部へ伸
びる沿道は、沖縄の第一印象
を決定づける大切な景観軸で
あり、景観形成が急がれる。

南部海岸景観域の目標
海岸線は断崖や砂浜が続く。
都市化が進む反面純農村風
景も見られる。平和・戦跡遺
産を中心景とし、海岸景観の
保全、集落・田園景観と調和
した景観形成を図る。

中南部都市景観軸の目標
本県の市部が集積・連担し、
複数の中心景観を有する。
特に沖縄市は米軍統治下の
異国情緒漂う独特な市街地
景観を残す。各地域の特色を
生かした都市景観の取組が求
められる。

環金武湾景観軸の目標
島嶼空間を有し、穏やかで
美しい海岸が広がり、伝統
的な集落景観及び田園空
間が広がる。海や島嶼景観
への眺めに配慮し、集落・田
園と調和した景観形成を図
る。

風景づくりのキーワード

中城湾歴史景観軸の目標
湾と緑の丘陵が一体となって中
心景観となる。３つの世界遺産
グスクを有し、丘陵から湾への眺
望は景観資源となる。これら一
体的な景観の保全活用に向け
た景観形成を図る。

広域景観域・広域景観軸

 学校等の静穏を必要とする施設は中南部の市街地に集中している。
 都市計画区域内の市街化区域と用途地域においては、騒音に係
る環境基準の類型指定、騒音規制法及び振動規制法に係る規
制地域指定がされている。

 北部の大部分は森林地域となっており、山地部には伐採や開発
に制限のある保安林に指定されている地域がある。

 北部の西海岸等は、自然公園地域に指定がされている。


